
議第８号議案  

 

   尖閣諸島海域における中国漁船領海侵犯に関する意見書の提出  

 

尖閣諸島海域における中国漁船領海侵犯に関し、関係行政機関へ意見書を提出

したいので、次のとおり提出する。  

 

   平成２２年９月２８日提出  

 

                       市会運営委員会 

                       委員長 松 本   研   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



尖 閣 諸 島 海 域 に お け る 中 国 漁 船 領 海 侵 犯 に 関 す る 意 見 書  

 

尖 閣 諸 島 は 、 日 本 が 領 有 し て お り 、 沖 縄 県 石 垣 市 に 属 し て い る 。  

尖 閣 諸 島 の 領 有 に 関 し 、 日 本 政 府 は 明 治 １ ８ 年 か ら １ ０ 年 余 り 調 査 し 、 世 界 情

勢 を 考 慮 し つ つ 、 い ず れ の 国 に も 属 し て い な い こ と を 慎 重 に 確 認 し た 上 で 明

治 ２ ８ 年 １ 月 １ ４ 日 の 閣 議 で 決 定 し 沖 縄 県 に 編 入 し て 以 来 、 日 本 人 の 入 植 が

行 わ れ 、 昭 和 １ ５ 年 に 無 人 島 と な る ま で か つ お ぶ し の 製 造 工 場 が 操 業 し 漁 業

や 林 業 を 営 ん だ 経 緯 が あ り 、昭 和 ３ ５ 年 に 当 時 の 中 国 政 府 が 発 行 し た「 外 国 地 名

手 冊 」 に は 明 白 に 日 本 領 と 記 さ れ て い る 。  

こ の よ う に 、 歴 史 的 に も 国 際 的 に も 尖 閣 諸 島 が 日 本 の 領 土 で あ る こ と は 明 白 で

あ る 。  

し か し な が ら 、 当 該 周 辺 海 域 に お い て は 、 今 年 ８ 月 中 旬 に 一 日 で 最 大 270 隻 の

中 国 漁 船 が 確 認 さ れ 、 日 本 の 領 海 内 に ７ ０ 隻 程 度 が 侵 入 し て お り 、 我 が 国 の 漁 業

者 が 安 心 し て 操 業 で き な い と い う 極 め て 看 過 で き な い 事 態 と な っ て い る 。  

こ の よ う な 中 、 去 る ９ 月 ７ 日 午 前 、 尖 閣 諸 島 の 久 場 島 沖 の 日 本 領 海 内 に お

い て 、違 法 操 業 を し て い た 中 国 漁 船 が 停 船 を 命 じ た 海 上 保 安 本 部 の 巡 視 船 に み ず

か ら を 衝 突 さ せ 、 海 上 保 安 官 の 職 務 を 妨 害 す る と い う 事 態 が 発 生 し た 。  

よ っ て 、 本 市 議 会 は 、 日 本 政 府 が 国 民 の 安 全 と 利 益 を 守 る 立 場 か ら 、 今 後 こ の

よ う な こ と が 起 こ ら な い よ う 、 次 の 事 項 に つ い て 特 段 の 措 置 を 講 ず る よ う 強 く 要

望 す る 。  

１  日 本 政 府 は 尖 閣 諸 島 が 我 が 国 固 有 の 領 土 で あ る と い う 毅 然 た る 態 度 を 堅 持

し 、 中 国 政 府 を 初 め 諸 外 国 に 示 す こ と 。  

２  中 国 政 府 に 対 し 、 厳 重 に 抗 議 す る と と も に 、 再 発 防 止 策 を 求 め る こ と 。  

３  第 １ １ 管 区 海 上 保 安 本 部 の 監 視 ・ 警 備 体 制 等 の 強 化 を 図 る こ と 。  

４  我 が 国 の 漁 業 者 が 尖 閣 諸 島 海 域 に お い て 安 心 し て 操 業 で き る 適 切 な 措 置 を

と る こ と 。  

こ こ に 横 浜 市 議 会 は 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  

 

平 成 ２ ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日  

 



 内 閣 総 理 大 臣 

 総 務 大 臣 

 外 務 大 臣  あ て  

 沖 縄 及 び 北 方 対 策 担 当 大 臣  

 農 林 水 産 大 臣 

  

横 浜 市 議 会 議 長     

大 久 保  純  男   


